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令和６年美郷町議会第４回臨時会議事日程 

             （第 １ 号） 

 

令和 ６年１０月３０日（水） 午前 ９時３０分 開会  
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３ 行政報告 

４ 選挙第１号 美郷町選挙管理委員会の委員及び補充員の選挙 

５ 議案の上程、説明、質疑、討論及び表決 

【予算案】 

議案第６５号 令和６年度美郷町一般会計補正予算（第６号） 

 

【一般事件案】 

議案第６６号  専決処分の承認を求めることについて 

議案第６７号 美郷町教育委員会委員の任命について 
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（開 会 午前 9時３０分） 

●原議長 

おはようございます。 

全員出席であります。 

ただ今から令和 6年美郷町議会第 4回臨時会を開きます。 

直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、予めお手元に配付してあるとおりであります。 

日程第 1、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、美郷町議会会議規則 127 条の規定により、10番・簱根議員、11

番・佐竹議員を指名いたします。 

日程第 2、会期の決定を議題といたします。 

お諮りします。 

本日 1日限りとしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

●原議長 

ご異議なしと認め、本臨時会の会期は本日 1 日限りとすることに決しました。 

日程第 3、行政報告を議題といたします。 

町長から行政報告の申し出がありましたので、これを受けたいと思います。 

●原議長 

番外、町長。 

●嘉戸町長 

皆さんおはようございます。議長の許可をいただきましたので、3点ご報告をいたし

ます。1点目に、10月に実施したイベントについて申し上げます。10月 1日の美郷町

合併 20周年記念式典、8日の美郷町江の川カヌースプリント競技場竣工式、12日のバ

リの町宣言式には、原議長をはじめ多くの議員の皆様にご出席をいただき、感謝申し上

げます。合併記念式典には、島根県から「石原恵利子」副知事、竣工式には、「丸山達

也」知事、そして、バリの町宣言式には、「ジョン・チャヤント・ブスタミ」在大阪イ

ンドネシア共和国総領事館総領事にご出席をいただき、また、町内外から多数のご来賓

にご出席をいただきまして、盛大に祝うことが出来ました。2日から 4日にかけて開催

いたしました「第 4回美郷バレー山くじらフォーラム」では、関係者を含め 315人の方

にご参加をいただきました。特に県外からは、関東地方、中部地方、九州地方など全国

16都県から自治体や大学、企業、NPO法人、地域など様々な分野から約 100人の方にご

参加をいただきました。町内への経済効果も延べ宿泊数は 46泊、飲食、宿泊等で 130

万円以上の消費が生まれています。県外参加者の 9割は、再度の来町者あるいは美郷町

での取組みやビジネスに関わっていらっしゃる、関心を持っておられる方達であり、美

郷バレーの取組みの加速と情報発信、そして、滞在人口、活動人口の拡大につながるフ

ォーラムとなったものと思います。そして、12日、13日に開催いたしました「美郷バ

リフェスティバル」は、邑智小学校、カヌーレ IMAI、松尾山八幡宮の 3会場で実施を

し、2日間で、町内外から約 1330人に参加いただき、また、youtubeライブ配信では、

約 1800人の方に視聴をいただきました。様々なプログラムを実施し、特に今回の目玉
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である 100人ルジャン・デワ、松尾山八幡宮での奉納舞踊、カヌーレ IMAIの特別感の

あるステージでの演奏・舞踊は、多くの観客を魅了していました。また、出演者も、バ

リ舞踊界の巨匠「イ・グスティ・アグン・スシラワティ」さんをお招きし、国内で活躍

する楽団、舞踊家 85人に出演をいただき、皆さん方、来年もぜひ参加したいと、大変

感激しておられました。全国からバリ好きの集まるバリの町を目指し、来年度以降も実

施をしてまいりたいと思います。 

2点目に、11月に開催するイベントについて申し上げます。2日から 4日にかけて、

「美郷町江の川カヌースプリント競技場竣工記念大会」を開催いたします。この大会は、

島根県高等学校体育連盟と共催で、主管は、島根県カヌー協会、そして、島根県教育委

員会、島根県スポーツ協会、美郷町商工会、美郷町観光協会、美郷町スポーツ協会、美

郷カヌークラブに後援をいただき、実施をいたします。青森県から鹿児島県までの 16

都府県 47団体の参加があり、小学生 17人、中学生 50人、高校生 133人、大学生 41人、

一般 8人の計 249人もの参加者を予定しています。特に大学に関しましては、関東、関

西、九州の計 6大学から参加される予定です。この大会は、2025年のインターハイの

プレ大会としての位置づけに加えて、江の川の横風を受けにくい地域特性と、全国でも

珍しい直線 1000メートルの天然の競技コースという快適な競技環境、そして、バリの

要素を随所に取り入れたユニークなデザインの唯一無二のクラブハウスという全国有数

の競技場を、全国のカヌー競技者に発信する絶好の機会でもあると考えています。多く

の皆様にご観戦いただき地元選手また、全国から集まった選手に声援を送っていただけ

ればと思います。そして、2つの全国大会に向けた一層の機運醸成と、全国のカヌー競

技者が集まるカヌーの町づくりに、町一体で取り組んでいく機会にしたいと思います。

続いて、10日日曜日は、第 20回美郷町産業祭「みさとふるさとまつり」と、メインイ

ベントの「鴨山籠かき大会」を「カヌーパークみさと カヌーレ IMAI」で開催いたしま

す。今年は、「カヌーレ IMAI」の竣工を記念し、今年のインターハイで日本一となっ

た島根中央高校カヌー部によるカヌーデモレースを開催いたします。また、このカヌー

デモレースと鴨山籠かき大会は、ドローンライブ中継を予定しています。そして、島根

中央高校カヌー部員による「カヌーレ IMAI」見学ツアーや、自動運転 EVバス試乗会、

また懐かしのクラシックカーを集めた「MISATOモーターコレクション」も予定してい

ます。ステージイベントでは、ミサト・サリによるガムラン演奏・バリ舞踊、町内保育

園児のダンス、邑智中学校吹奏楽部の演奏、千原神楽団の神楽上演が行われ、当日は、

町内外から飲食、物販や体験など、40を超える出展が予定をされています。また、駕

籠かき大会には、町内外から、近年では最大となる 20チームの参加が予定をされてい

ます。多くの皆様にぜひお出かけをいただき、新会場で開催する美郷町最大のイベント

を楽しんでいただきたいと思います。 

3点目に、交通難民対策の検討状況について申し上げます。町民生活に密着した課題

である交通難民・買物難民対策につきましては、鋭意、移動手段の検討を進めていると

ころです。5月に、タクシー利用助成事業対象者の居住地域制限を廃止し、移動手段を

持たない全ての町民の方が、邑智・大和の各地域内を利用できるようにし、さらに、利

用者の希望の声を踏まえて、10月からは、ニーズ調査を兼ねて、来年 3月末までの期

間限定で、利用エリアを町内全域に拡大をしています。また、10月に開催いたしまし

た連合自治会長会議では、この情報共有を含め、町民の移動手段をテーマに意見交換を
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行わせていただきました。意見交換の場では、制度拡充を歓迎されるご意見を多数いた

だいたのに加えて、地域や町民の実情を踏まえた、きめ細かなご意見、ご提案をいただ

きました。利用者の希望に加えまして、地域代表者の意見等もお聞きしたところであり、

ニーズ調査の結果を踏まえて、今後の対応も検討していく考えであります。以上で報告

を終わります。 

●原議長 

町長の行政報告が終わりました。 

日程第 4、選挙第 1号、美郷町選挙管理委員会の委員及び補充員の選挙を行います。

この選挙は、地方自治法第 182条の規定により、委員及び補充員を決定するための選

挙を行うものです。 

お諮りします。 

選挙の方法につきましては、地方自治法第 118条第 2項の規定によりまして、指名推

選にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

●原議長 

異議なしと認め、選挙の方法につきましては、指名推選で行うことに決しました。お

諮りします。 

指名の方法につきましては、議長が指名することにしたいと思いますが、これにご異

議ございませんか。 

（異議なしの声） 

●原議長 

ご異議なしと認め、議長が指名することに決しました。 

選挙管理委員を指名いたします。 

お手元に配付してあるとおりですが、美郷町長藤 384番地 2 中原信登さん、美郷町

比敷 238番地 1 渡利八壽男さん、美郷町吾郷 104番地 14 木村安子さん、美郷町粕渕

325番地 2 清水邦夫さん、以上の方を指名いたします。 

お諮りします。 

ただいま議長が指名いたしました 4名の方を選挙管理委員の当選人と定めることにご

異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

●原議長 

ご異議なしと認め、ただ今指名いたしました、中原信登さん、渡利八壽男さん、木村

安子さん、清水邦夫さん以上の方が美郷町選挙管理委員に当選されました。 

続きまして、補充員を指名いたします。第 1 順位、美郷町別府 203番地 15 中谷逸郎

さん、第 2順位、美郷町潮村 211番地 吉迫喜久子さん、第 3順位、美郷町都賀西

339番地 三上博通さん、第 4順位、美郷町簗瀬 190番地 1 伊竹千鶴子さん、以上の

方を指名いたします。 

お諮りします。 

ただ今議長が指名いたしました 4名の方を補充員の当選人と定めることにご異議ござ

いませんか。 
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（異議なしの声） 

 

●原議長 

ご異議なしと認め、ただいま指名いたしました第 1順位、中谷逸郎さん、第 2順位、

吉迫喜久子さん、第 3順位、三上博通さん、第 4順位、伊竹千鶴子さん、以上の方々

が、順序のとおり、補充員に当選されました。 

当選されました方の任期は、令和 6年 11月 5日から 4年間でございます。 

日程第 5、議案の上程、説明、質疑、討論及び表決を議題といたします。 

本臨時会に提案を受けております議案は、予算案 1件、一般事件案 2件の計 3件であ

ります。議案第 65号から議案第 67号までの 3議案を一括上程をいたします。 

それでは、議案第 65号から順次提案の理由を説明を求めます。 

●原議長 

番外、会計課長。 

●森原会計課長 

上程いただきました議案第 65号、令和 6年度美郷町一般会計補正予算第 6号につい

てご説明いたします。本補正は、歳入歳出予算総額についての増減を伴わず、翌年度に

繰越して使用する経費について、議決を求めるものです。それでは、第 1表、繰越明許

費をごらんください。款 8土木費、項 2道路橋梁費、事業名町道橋長寿命化修繕工事

（早水橋）。翌年度に繰越して使用する金額は 5300万円です。繰越の事由は、河川区

域内における工事のため、出水期であります 6月から 10月を避ける必要があり、これ

を考慮いたしますと、年度内での工事完了が見込めないため、繰越をお願いするもので

す。以上で、議案第 65号、令和 6年度美郷町一般会計補正予算第 6号の説明を終わり

ます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

続きまして、上程いただきました議案第 66 号、専決処分第 4号、令和 6年度美郷町

一般会計補正予算第 5号について、ご説明いたします。本補正は、衆議院の解散に伴い、

10月 27日に執行いたしました、第 50回衆議院議員選挙及び国民審査に掛かる費用を

計上したもので、予算額は、歳入歳出それぞれ 940万 1000円を追加し、総額を 78億

3196万 7000円とし、10月 1日付専決処分したものです。内容につきましては、事項別

明細書にて説明をさせていただきます。歳入につきまして、7 ページをお開きください。

款 15県支出金、項 3委託金、目 2総務費委託金、衆議院議員選挙委託金、補正額 940

万 1000円。続いて歳出について説明いたします。8ページをごらんください。款 2総

務費、項 4選挙費、目 4衆議院議員選挙費、補正額 1018万 3000円。内容は、期日前投

票や当日の投開票立会人の報酬と、投票箱等送致立会人の費用弁償が合わせて 111万

3000円。選挙事務、投開票事務に従事する職員等の時間外勤務手当及び管理職等特別

勤務手当が 402万円。消耗品費から賃借料までの事務費が 364万 2000円。このうち、

金額の大きな事務業務委託料は、ポスター掲示板の設置及び撤去に係る業務委託費を計

上しています。備品購入費につきましては、投票用紙交付機 4台の購入をいたしており

ます。なお、この投票用紙交付機につきましては、全額を国費で賄うことはかなわず、

過去の実績等参考に 9分の 5程度一般財源となることを見込んでおります。続いて、款

14予備費、項 1予備費、目 1予備費、補正額 78万 2000円減。これは、衆議院議員選
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挙経費に生じる一般財源、先の投票用紙交付機に係るものですが、これについて、予備

費を減額して調整するものです。以上で議案第 66号、令和 6年度美郷町一般会計補正

予算第 5号の説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

●原議長 

番外、町長。 

●嘉戸町長 

議案第 67号について提案理由を申し上げます。教育委員、梅原富雄氏は、令和 2年

11月に教育委員に就任をされています。就任後は、企業勤務時代に加えて、Uターン後

の様々な地域活動の経験を活かされ、教育行政の推進に積極的に取り組んでいただいて

います。地域と連携をしたコミュニティスクールや、カヌー振興など、引き続き、教育

行政の重要テーマの推進に力を発揮していただきたいと思います。具体的には、総務課

長をもって説明いたします。よろしくお願い申し上げます。 

●原議長 

番外、総務課長。 

●中原総務課長 

上程いただきました議案第 67号について、説明申し上げます。教育委員の梅原富雄

氏の任期は 11月 5日までであり、再度任命をしたく、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第 4条第 2項の規定により議会の同意を求めるものです。梅原委員は、先ほ

ど町長が申し上げましたように、積極的に教育行政の推進に取り組んでおられています。

また、それ以外でも、連合自治会の事務局長として、子どもや高齢者の交流など、様々

な地域活動に意欲的に取り組まれておられます。そして、農地利用最適化推進委員、保

護司といった地域に根差した活動をしておられ、温厚誠実で、青少年育成や社会教育な

どを推進する教育委員に適任と考えております。住所、生年月日につきましては、議案

のとおりでございます。任期につきましては、同法第 5条第 1項により、4年で令和 6

年 11月 6日からでございます。以上、ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

●原議長 

提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。 

初めに、議案第 65号について質疑を許します。 

質疑のある方はページ数を示してからお願いいたします。 

質疑はありませんか。 

（なしの声） 

●原議長 

ないようですので、議案第 65号の質疑を終わります。 

続きまして、議案第 66号について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（なしの声） 

●原議長 

ないようですので、議案第 66号の質疑を終わります。 
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続きまして、議案第 67号について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（なしの声） 

●原議長 

ないようですので、議案第 67号の質疑を終わります。 

以上で議案質疑を終わります。 

次に、議案第 65 号から議案第 67 号までの議案 3 件について一括して討論に入ります。

討論のある方は、議案番号を示してからお願いいたします。 

（なしの声） 

●原議長 

反対討論はありませんか。 

（なしの声） 

●原議長 

賛成討論はありませんか。 

（なしの声） 

●原議長 

ないようですので、討論を終わります。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。 

初めに、議案第 65号、令和 6年度美郷町一般会計補正予算第 6号について、原案の

とおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

●原議長 

挙手全員であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

続きまして、議案第 66号、専決処分の承認を求めることについて、原案のとおり決

することに賛成の議員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

●原議長 

挙手全員であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

続きまして、議案第 67号、美郷町教育委員会委員の任命について、原案のとおり決

することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起立全員） 

●原議長 

起立全員であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

以上で、本臨時会に付議されました案件は全て議了いたしました。 

これをもちまして、本日の会議を閉じるとともに、令和 6年美郷町議会第 4回臨時会
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を閉会いたします。 

お疲れさまでした。 

（閉 会 午 前 ９時５５分） 

 

 

 


